
介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス 重要事項説明書 

    （令和８年６月１日～） 
 
１．当会が提供するサービスについての相談窓口 
    電話   ０４２－５８０－１３５２ 
 
２．国立市社会福祉協議会ヘルパーステーションの概要 
 （１）提供できるサービスの種類と地域 
    

 

 事 業 所 番 号 １３７３４００１０８ 
 

 

 

 事 業 所 名 国立市社会福祉協議会ヘルパーステ－ション 
 

 

 

 所 在 地 東京都国立市富士見台 2丁目 38番地の５ 
 

 

 

 サ ー ビ ス 提 供 地 域 国立市 
 

 

 

（２）同事業所の職員体制 
       

 

 
 

資  格 常   勤 非 常 勤 計 
 

 

 

  管 理 者  介護福祉士 1名  1名 
 

 

 

 サービス提供責任者  介護福祉士 4名  4名 
 

 

 
事 務 職 員  1名 1名   2名 

 

 

 
従 

事 

者 

介護福祉士 6名 19名 25名 
 

 

 
養成講習１～２級修了者 

介護職員初任者研修修了者 
  13名 13名 

 

 

 

（３）サービスの提供時間 
      

 

 
 通常時間 

8：00～18：00 

早    朝 

6：00～8：00 

夜     間 

18：00～22：00 

 

 

 

 
平日 ○ ○ ○ 

 

 

 

 
土・日祝日 ○ ○ ○ 

 

 

     時間帯により料金が異なります。 

 
 

 

 



３．総合事業訪問型サービス内容 

 介護予防ケアマネジメント計画表に基づき、サービスを行います。 

   

サービスの範囲 

   調理、洗濯、掃除、その他必要な援助、介護相談 
    

上記サービスはご利用者様がその有する能力を最大限活用する事ができる方
法によって行います。 

 
これらのサービスは、利用者本人に提供するもので、 

利用者以外の方への提供は致しません。 
 
 
４．利用料金 
（１）利用料   （令和 8 年 6月 1日改正により施行） 
   介護保険からの給付サービスを利用する場合は、負担割合証の割合に由ります。 
但し、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額利用者の負担となります。 

 
［料金表］総合事業訪問型サービス（要支援１・２） 

 
 月 額 

第 1号訪問事業 1回（要支援 1・2） 
（介護職員処遇改善加算含む） 

13,337円 

第 1号訪問事業２回（要支援 1・2） 
（介護職員処遇改善加算含む） 26,675円 

第 1号訪問事業３回（要支援 2） 
（介護職員処遇改善加算含む） 

40,012円 

 
総合事業訪問型サービスについては月額定額料金となりますので、月途中か

らのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっても、原則としてそ
れぞれ計画上に位置付けられた区分の利用料金のご負担となり、日割り計算は
行いません。但し、月途中に 
① 要介護から要支援に変更になった場合 
② 要支援から要介護に変更になった場合 
③ 同一市町村で、転居等によりご利用の事業所が変わった場合 
については日割り計算となります。 

 

加算項目 内  容 
利用者負担 
単位数 

初回加算 
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対し、初回利用
同月内にサービス提供責任者がサービス提供を行う場合

又は同行訪問した場合。 
236単位/回 

 
（２）交通費 
   国立市内で行うサービスの交通費は頂きません。但し、国立市内であっても

業務内容により公共交通機関を利用する場合は利用者負担となります。 
   サービス提供責任者又は訪問介護員等が同行するそれ以外の地域へのサービ 

スにつきましては、交通費の実費を頂戴いたします。 
 
 
 



（３）急なキャンセルの場合は、下記の料金を頂きます。キャンセルが必要となっ
た場合は、至急ご連絡ください。 

  
連絡先   ０４２－５８０－１３５２  平 日 ･土 ･日  8:30‐17:00 
携帯電話 ０９０－４４５９－９８８２ 祝日･年末年始  8:30‐17:00 

                           

 

 
ご利用日前の営業日１６時までにご連絡いただいた場合 無    料 

 

 

 

 ご利用日前の営業日１６時までにご連絡いただかなかった場合 一律 1,000円 
 

 

                                            

（４）その他 

  ①利用者のお住まいで、サービスを提供するために必要な、水道、ガス、 

電気、消耗品等の費用は利用者の負担になります。 

 
  ②料金のお支払い方法 
   毎月２０日までに前月分の請求をいたします。２６日までに口座にご用意 

ください。お支払いの確認ができますと翌月に領収書を発行します。 
お支払方法は、原則として口座自動引き落としでお願いします。これに 
よりがたい場合は、ご相談ください。 

 
 
５．サービスの利用方法 
（１）サービスの利用開始 
   サービスの提供の依頼を受けた後、契約を結び、介護予防ケアマネジメント

計画が作成されている場合には、当該計画に沿った総合事業訪問型サービス
を提供いたします。 

 
①サービス実施記録について 
本事業所では、ICタグによる訪問介護員の訪問状況の管理、及びスマート
フォン（携帯端末）による介護記録システムを使用しております。 
 

②サービス提供票の取り扱い及び ICタグの貼付について 
・訪問介護員の訪問、退室管理のため、ご自宅の持ち出しができないところ
に ICタグを貼付します。 

・サービス提供記録票は電子データとして事業所で保管します。ご希望の場
合、事業所より印刷してお渡しします。 

 
（２）サービスの終了 
  ①利用者のご都合でサービスを終了する場合 
   サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出ください。 
 

②当会の都合でサービスを終了する場合 
   人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく 

場合がございます。その場合は終了１ｶ月前までに文書で通知いたします｡ 
        
  ③自動終了 
   以下の場合は、双方の文書がなくても自動的にサービスを終了いたします｡      
   ・利用者が介護保険施設等に入所した場合 
   ・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当

と認定された場合 
   ・利用者が亡くなられた場合 
 



④その他 
   ・当会が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合 、

利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または        
当会が破産した場合は、利用者は文書で解約を通知することによって、すぐ
サービスを終了することができます。 

 
   ・利用者が、サービス利用料金の支払を３ｶ月以上遅延し、料金を支払うよう         

催告したにもかかわらず 7日以内に支払わない場合、または利用者やご家族           
などが当会や当会のサービス従業者に対して本契約を継続しがたいほどの背
信行為を行った場合は、文書で通知することにより、すぐにサービスを終了
させていただく場合があります。 

 
   ・天災時（地震・台風・大雪等）にヘルパーの安全が確保できないと事業者

が判断した場合、利用者に連絡するとともに派遣を中止する場合があります。 
 
   ・業務中に上記のような天災が起きた場合は、事業者との相談、判断にて対 
   応させていただく場合があります。 
 
６．当会の総合事業訪問型サービスの特徴等   
（１）運営の方針 
   利用者の心身機能の改善、環境調整等を通して、生活の質の向上に資する

サービス提供を行うものとし、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを
行うと共に、利用者の自立の可能性を最大限に引き出す支援を行います。 

 
（２）サービスの利用のために 
     

 

 
事               項 有無    備                 考 

 

 

 

 
 訪問介護員の変更の有無 有  変更希望の方はお申し出ください。 

 

 

 

 
 訪問介護員への研修の実施状況 有  自主研修の実施、外部研修の参加 

 

 

                     

（３）虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとお

り必要な措置を講じます。 

 

①虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 課長  丸山 りえ 

虐待防止に関する責任者 事務局長 津田 智宏 

 

②虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について

従業者に周知徹底を図っています。 

③虐待防止のための指針を整備しています。 

④従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修（年１回以上）を実施し

ています。 

⑤サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親

族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速

やかに、これを市町村に通報します。 



（４）業務継続計画の策定等 

①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（業務継続計画）を策定し当該業務継続計画に従って必要な措置を講じま

す。 

②従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施します。 

③定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

います。 

 

（５）衛生管理等 

①訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

②事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

③事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を

講じます。 

・事業所において感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に

周知徹底しています。 

・事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的

に実施します。 

 

７．緊急時の対応方法 

   サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせに従い

主治医、救急隊 、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡します。 
 

 

 

 

   

医療機関 

医療機関名 
  

 

 

 

 
主治医氏名 

 

連絡先 
 

緊急時の 

ご連絡先 

氏 名 
 

連絡先 
 

 

８．事故発生時の対応 

（１）サービス提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者のご家族、当該利用者

に係る居宅サービス事業者等に連絡すると同時に、必要な措置を講じます。 

（２）サービス提供にあたって、当会の責めに帰するべき事由により、利用者またはその

家族の生命・身体及び財産に損害を及ぼした場合には、相当範囲内においてその損

害を賠償します。但し、利用者またはその家族に過失がある場合は、当会は賠償責

任を免除され、又は賠償額を減額されることがあります。 



（３）物品の賠償に当たっては、現状の復帰を原則とし、その対応にあたっては専門家に

よる修理又は復元を原則とします。 

（４）修理又は復元が不可能な場合は、原則として購入時の価格ではなく、時価（購入価

格や使用年数・耐用年数を考慮した額）をその賠償額範囲とします。そのため、購

入から長年を経過した品物については賠償を致しかねることがあります。 

（５）取り扱いに特別の注意が必要な物については、あらかじめご掲示をお願いします。

ご掲示のない場合、賠償を致しかねることがあります。 

（６）利用者またはその家族等は、利用者またはその家族の責めに帰するべき事由により

当会の介護職員の生命・身体及び財産の損害を及ぼした場合には、相当範囲内にお

いて損害賠償を請求される場合があります。 

 

 

９．サービス内容に関する苦情 

（１）当会の相談・苦情担当窓口 

 当会の訪問介護サービスに関するご相談、苦情について承ります。また、苦情内容

によっては、第三者委員が社会性、客観性を留保しつつ、公明な苦情解決にあたり

ます。 

苦情受付担当者 丸山 りえ （本会 地域福祉課長）０４２－５８０－１３５２ 

   苦情解決責任者 津田 智宏 （本会 事務局長）  ０４２－５７５－３２２６ 

   第三者委員   伯 道夫   ０９０－３５６５－８９９９ 

           本多 公恵  ０９０－３５６５－８８８４ 

           

 

（２）その他 

   当会以外に、国立市の相談・苦情窓口等に相談することができます。 

   担当窓口：国立市役所 高齢者支援課介護保険係 

         電話：０４２－５７６－２１１１ 内線１６６、１５９、１５８ 

          

 

１０．個人情報の取り扱いについて（秘密保持） 

（１）個人情報の収集は、利用目的の範囲を説明し、同意を得た上で収集します。 

（２）個人情報の使用は、同意を得た利用目的の達成に必要な範囲において、適正に 

   使用します。 

（３）同意または依頼のない限り、個人情報を第三者に提供することはいたしません。 

   個人情報を提供した場合でも、提供先が適正に管理するよう要請いたします。 

               
 
 
１１．当会の概要 
名称・法人種別   社会福祉法人 国立市社会福祉協議会 
代表者役職・氏名  会長  喜連 元昭 
所在地・電話番号  国立市富士見台 2 丁目 38 番地の 5  042-575-3226 
 
 
 
 
 
 
 



定款の目的に定めた事業   
  (1)社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 
  (2)社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 
  (3)社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調査及び助成 
   (4)(1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必

要な事業 
   (5)保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 
   (6)共同募金事業への協力 

(7)在宅福祉サービスの企画及び推進 
   (8)老人居宅介護事業の経営 

(9)老人福祉センターの経営 
(10)障害福祉サービス事業の経営 
(11)特定相談支援事業の経営 
(12)指定障害児相談支援事業 
(13)生活福祉資金貸付等相談事業 
(14)福祉サービス利用援助事業 
(15)その他この法人の目的達成のため必要な事業 
 

                    
 
総合事業訪問型サービスの提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に
基づいて重要事項を説明しました。 
 
                 令和     年   月   日 
 

事業所番号     １３７３４００１０８ 
            事業者 
              所在地  国立市富士見台２丁目３８番地の５ 
              名称   社会福祉法人国立市社会福祉協議会 
                    
              説明者  所属  ヘルパーステーション 
 
                   氏名              印 
 
 
 
 私は、契約書及び本書面により、事業者から総合事業訪問型サービスについての
重要事項の説明を受け、内容に同意し交付を受けました。 
 
              利用者   住所  
 
                    氏名            印 
  
              家 族   住所 
 
                    氏名            印 
                             （続柄    ） 
 

代理人   住所 
 
      氏名            印 
               （続柄    ） 


